
 

○ 委員長報告 

 ６月定例本会議で報告された総務企画国体委員長報告は、以下のとおりです。 

 

平成２８年６月定例会 

 

 

総務企画国体委員長報告 

 

報告いたします。 

当委員会に付託されました議案の審査結果は、お手元に配付されております

委員会審査報告書のとおりでありまして、いずれも原案のとおり可決決定され

ました。 

以下、審査の過程において論議された主な事項について、その概要を申し上

げます。 

まず第１点は、ふるさと納税の取り組みについてであります。 

このことについて一部の委員から、ふるさと納税のこれまでの取り組み状況

と今後の取り組みはどうかとただしたのであります。 

これに対し理事者から、県では、これまで、県人会やホームページ等を通じ

たＰＲに努め、クレジットカード納付などの利便性向上を図るとともに、５千

円以上の寄附者に県有施設等で割引サービスが受けられる「ふるさと愛媛応援

者カード」の交付や、県外在住の１万円以上の寄附者には愛あるブランド産品

などの返礼品の送付に取り組み、制度が始まった平成 20年度から 27年度まで

の累計で、2,888件、約 6,887万円の寄附をいただいている。 

特に 27 年度は、寄附の上限額引き上げや確定申告を必要としない制度改正

が行われたことから、その啓発に注力するとともに、返礼品に「紅まどんな」

や「甘平」を新たに加えるなどの取り組みを行った結果、前年度に比べ、件数

で約 6.6 倍の 1,980 件、金額で約３倍の 2,346万円へ大幅に増加した。 

今年度は、寄附金の活用先に、防災・危機管理体制の充実や自転車新文化の

推進等を追加するとともに、新たに３万円以上の寄附者に対する返礼品の設定

など、全国に「愛媛ファン」を増やしていくこととしており、今後も、寄附者

とのネットワーク拡大や絆の強化を進めるなど、創意工夫した制度活用に取り

組んでいきたい旨の答弁がありました。 

第２点は、四国への新幹線導入についてであります｡ 

このことについて一部の委員から、四国新幹線の整備計画への格上げのため

の調査費の確保に向け、県はどのような姿勢で取り組むのかとただしたのであ

ります。 

これに対し理事者から、四国は新幹線の空白地帯となっているが、北陸新幹

線や北海道新幹線の沿線地域と比較して人口集積が大きいことなど、優位性を



アピールしているところであり、今年３月には、国の「四国圏広域地方計画」

に四国の新幹線が盛り込まれ、去る６月 10 日には四国４県関係者と各県選出

国会議員が、国土交通大臣や自民党政調会長に要望を行ったところである。 

また、地元の機運を醸成するため、昨年の西条市に続き、今年５月に高知市

でシンポジウムを開催するとともに、独自のロゴマークも決定したところであ

る。 

今後とも、経済界とも連携を強め、国への要望と機運醸成に取り組み、実現

に向けた布石を打っていきたい旨の答弁がありました。 

第３点は、えひめ国体の総合開会式の演出の検討状況についてであります｡ 

このことについて一部の委員から、前例主義にとらわれず、愛媛ならではの

心に残る総合開会式となるようお願いしたいが、現時点での企画内容はどうか

とただしたのであります。 

これに対し理事者から、総合開会式は、「オープニングプログラム」、「県民

参加創作プログラム」、「式典」、「エンディングプログラム」の４部構成となっ

ており、現在、その具体的な内容について、実行委員会の式典演技部会で議論

しているところである。 

「オープニングプログラム」では、「国体みきゃん県民リレー」のゴールや、

県内 20 市町で採火した炬火を一つにまとめる集火式の実施、イメージソング

ダンスの披露などを予定しているほか、公募プログラムとして、３枠を用意し

ている。 

また、「県民参加創作プログラム」では、「愛のくに愛媛 愛顔の物語」と題

し、“愛媛の魅力 愛顔で発信”をコンセプトに、現在、出演者の選定や演出

等の具体的な検討を行っており、最後に行う「エンディングプログラム」では、

本県ゆかりの著名人がミニコンサート等を実施する計画である。 

国体の幕開けを飾る総合開会式は、参加された方々の記憶にいつまでも残る

感動的、印象的な愛媛らしい演出や、愛媛の魅力を全国に発信する演出を、更

に検討していきたい旨の答弁がありました。 

このほか、 

・企業立地促進地域における県税の特別措置条例 

・選挙権年齢の引き下げ 

・情報セキュリティ対策 

・路面電車の郊外電車への乗り入れ 

・えひめ国体・えひめ大会に向けたボランティアの確保及び養成 

・競技力向上のための補助制度 

などについても、論議があったことを付言いたします。 

最後に、請願について申し上げます。 

当委員会に付託されました請願４件については、いずれも願意を満たすこと

ができないとして、不採択と決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 


